
賃
借
型

金額 年間賃借額の１／８

回数 １回

上限額 （※4） 5,000万円

R8.4.1 現在

１．対象事業 ※市内移転も対象になる場合がございます。

対象分野

物流関連業

主な事業

貨物の運送業及び倉庫業並びにこれらに付随する物流関連業の

荷さばき、保管、流通加工を行う事業

重点地域
（九大学研都市）

重点地域
（アイランドシティ）

重点地域
（香椎パークポート）

流通業務地区
（東区多の津１丁目・２丁目）

対象地域 ： 重点地域及び流通業務地区

西区
早良区

城南区

中央区

南区

博多区

東区

２．主な要件・交付内容

賃
料
又
は

建
物
等
取
得
額
へ
の
交
付
金

賃借型
建物、機械設備、
倉庫内運搬具が対象（※1）

要
件
(※2)

基
準

延床面積2,000㎡以上（※3）

常用雇用10人以上

大
規
模

延床面積20,000㎡以上

常用雇用200人以上

年間賃借額の１／６

１回

１億円

所有型
土地（重点地域かつ市有地等に限る（※5））、
建物、機械設備、倉庫内運搬
具が対象

所
有
型

金額 ２．５％

上限額 ２億円

要
件
(※2)

基
準

投資額３億円以上（※6）

常用雇用10人以上

大
規
模 常用雇用200人以上

５％ （※7）

１０億円

投資額40億円以上（※6）

雇
用
へ
の
交
付
金

（※8）

賃借型・所有型

金額
（１人あたり）

福岡市民 （※10）

福岡市民以外

正社員 （※9） その他の常用雇用者

５０万円

１０万円

１５万円

５万円

操業開始時の雇用者

5,000万円上限額

対象者（１人１回）

（※1）消費税及び共益費は除く （※2）要件は、操業開始時から満たしていることが必要 （※3）市内に事業所を有する中小企業者の場合、延床面積要件を緩和（基準1,000㎡以上） （※4）対象

施設の延床面積に対し、上限1,000円/㎡ （※5）土地への交付金は、重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得した場合のみ対象 （※6）所得税法施行令第6条第1

号から第3号まで及び第6号に掲げる資産で対象事業の用に供されるもの（消費税は除く。）の合計。土地の取得額は含まない。また、市内に事業所を有する中小企業者の場合、要件を緩和（基準

1.5億円以上、大規模20億円以上） （※7）施設提供型の場合は2.5％ （※8）雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象 （※9）雇用

期間の定めがなく、健康保険及び厚生年金に加入している常用雇用者 （※10）福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
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福岡市立地交付金
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【ケース１】賃借型・基準規模の場合

・倉庫延床面積： 2,000㎡

・常用雇用者： 20名 ・正社員（福岡市民） 3名

・正社員（市民以外） 2名

・契約社員（福岡市民） 15名

このほか、派遣社員10名（※1）

【ケース２】所有型・大規模の場合

・土地取得額： 15億円（本市からの取得）

・建物等取得額： 40億円

・常用雇用者： 200名 ・正社員（福岡市民） 30名

・正社員（市民以外） 20名

・契約社員（福岡市民） 150名

このほか、派遣社員50名（※1）

交付金 内訳

賃料
への交付金

雇用
への交付金

（※2）

300万円

395万円

倉庫年間賃料2,400万円（2,000㎡×1,000円×12月）

×１／８

・正社員（福岡市民） 3名×50万円＝150万円

・正社員（市民以外） 2名×10万円＝ 20万円

・契約社員（福岡市民）15名×15万円＝225万円

※直接雇用でない派遣社員は対象外

695万円計

（※1）自社の雇用保険に加入していない派遣社員等を、常用雇用者の要件に含めることはできません。

（※2）雇用への交付金は、操業開始時から1年以上の継続雇用を確認した後に交付します。

（※3）土地への交付金は、重点地域において本市又は博多港開発株式会社が所有する土地を取得した場合に限ります。

695万円計

建物等
土地

への交付金

（※3）

雇用
への交付金

（※2）

2億7,500万円

3,950万円

建物等取得額40億円×5％＝2億円

土地取得額 15億円×5％＝7,500万円

・正社員（福岡市民） 30名×50万円＝1,500万円

・正社員（市民以外） 20名×10万円＝ 200万円

・契約社員（福岡市民）150名×15万円＝2,250万円

※直接雇用でない派遣社員は対象外

3．その他重要事項
【申請時期】 賃借型：賃貸借契約の前日まで 所有型：土地の売買契約（工事等請負契約）の前日まで
【操業開始期限】賃借型：認定申請日から１年以内 所有型：認定申請日から３年以内
【継続義務期間】賃借型：５年 所有型：１０年

※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。

立地交付金の申請にあたっては、「福岡市企業立地促進条例」ほか関係規定をご一読いただき、定められた規定を遵守する

ことに同意の上、ご申請ください。

賃借型：１年以内
所有型：３年以内

１年後

3ヶ月以内 3ヶ月以内

倉
庫
等
の
賃
貸
借
契
約

土
地
の
売
買
契
約
、
建
物
工
事
請
負
契
約

操
業
開
始

基
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日

申
請
③
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付
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請
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用
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交
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（
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賃

料

建
物
等

現
地
確
認

請
求

支
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い

現
地
確
認

支
払
い

請
求

申
請
①

認
定
申
請

事
前
協
議

重 要
操業開始時から１年以上継続雇用者が対象

重 要
雇用形態・

住民票所在地を
確認

重 要
交付要件は、操業開始

から満たすこと

重 要
各種契約の前日まで

手
続
き
の
流
れ

お
問
合
せ

交付金 内訳
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